
  

 

 

 

 

 

 

 

地球温暖化対策については、脱炭素社会の実現に向けて、2050 年までに温室効果ガスの

排出量を実質ゼロにする「カーボンニュートラル」を達成し、それを経済と環境の好循環に

つなげていくという国の方針が示され、国と地方自治体、地域企業等が一丸となった実効性

のある取組みが求められています。 

長崎市においては、令和 3 年 3 月 17 日に「ゼロカーボンシティ長崎」を宣言したところ

です。 

そこで、サステナプラザながさき（長崎市地球温暖化防止活動推進センター）では、長崎

市内に活動拠点を置く団体（以下「活動団体」という。）等によるゼロカーボンシティ実現

に資する活動を活性化し、拡大することを目的とし、活動団体等の本市区域内での活動への

助成事業を実施します。 

 

【申請できる団体等】 

 ゼロカーボンシティの実現に向けた様々な活動を実施する団体・個人で、次の要件を満た

す者 

 

（１） 長崎市内に活動拠点を置いていること。 

（２） 宗教、政治に関することを主たる目的とするものではないこと。 

（３） 暴力団又はその構成員等の統制下にある団体ではないこと。 

 

【事業実施期間】 

支援決定（交付決定）の日から令和５年３月 31 日（金）まで  

 

【スケジュール】 

令和 5 年 1 月 31 日（火）   募集締切 

令和 5 年 2 月 24 日（金）    募集提出期限（※） 

各募集期限到来後に随時審査を実施し交付決定を行います。 

（※予算に到達した場合それ以降の募集は行いません） 

            事業の実施 

令和５年３月 31 日（金）必着  実績報告書提出期限 

令和５年３月 31 日（金）まで  支援金額の確定 → 支援金交付 

 

令和４年度 

脱炭素化にかかる市民環境活動応援事業 

募集要項 



１ 支援内容 

（１）ゼロカーボンシティの実現に向けた活動を行う団体等に関する情報発信支援 

（２）ゼロカーボンシティの実現に向けた活動を行う団体等の活動拡大に対する支援 

 

【留意事項】 

●国、自治体、他の助成団体等が行う助成事業等により支援金を受けているものは除きます。 

●事業内容や期待される効果について、事業計画書に明確に記載してください。 

 

２ 対象経費は対象事業の実施に必要な次の経費とします 

費目 経費の例 

諸謝金 外部講師への謝礼金、作業補助者への謝金等 

旅費交通費 電車、タクシーなどの交通費、宿泊費 

消耗品費 事務用品、材料費などの消耗品、書籍などの購入費 

※飲食代（茶菓子や原材料を含む）、備品は除く。 

印刷製本費 配布資料や報告書などの印刷費 

燃料費 ガソリン代、灯油代等 

通信運搬費 郵便料金、荷物や資材の運搬料等 

※電話代、インターネット代などは除く。 

保険料 ボランティア保険料等 

使用料賃借料 会議室などの借料、機器のリース料等 

     

〔対象外となる経費〕 

● 団体の運営費や管理費（スタッフの人件費、事務所の賃借料、光熱水費等） 

● 業務の委託費    ● 広告費 

● その他事業と直接関わりのない経費など、当センターが不適当と判断する経費 

 

３ 支援金限度額 

対象経費（対象経費支出額から事業に伴う収入を差し引いた額）で、上限額 2０万円 

 

４ 申請書類 

次の書類を１部提出してください。 

  □ 脱炭素化にかかる市民環境活動応援事業計画書（様式第１号） 

  □ 脱炭素化にかかる市民環境活動応援事業収支予算書（様式第２号）  

  □ 保護者の同意書（高校生以下の学生の場合）※任意様式 

□ 担当者連絡先 （後日、事業内容について聞き取りを行ますので連絡先（携帯番号）、

電子メールアドレスも併せてお知らせください。） 

         

５ 予算額 

予算総額 100 万円 


